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三条市農業委員会総会議事録

日 時 平成２９年１月３１日 午後２時

場 所 三条市役所 本庁舎４階全員協議会室

会議に付した議題

議第 １号 農用地利用集積計画の承認について

議第 ２号 農用地利用配分計画（案）に対する意見について

議第 ３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

議第 ４号 事業計画変更申請について

議第 ５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て

議第 ６号 農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見につい

て

議第 ７号 下限面積（別段面積）の設定について

報告事項 報第 １号 第３調査部会の調査結果報告について

報第 ２号 農政対策部会の結果報告について

報第 ３号 農用地利用集積計画（利用権設定）の解約通知について

報第 ４号 農地潰廃通報について

報第 ５号 作付変更届について

報第 ６号 農地法第３条の３第１項の届出について

出席委員 ３４名

１番 渡 邉 一 英 委員 ２番 村 山 佐喜雄 委員

３番 嘉 藤 太加雄 委員 ４番 藤 田 吉 則 委員

５番 桒 原 一 郎 委員 ６番 野 﨑 文 夫 委員

７番 五十嵐 秀 一 委員 ８番 蒲 澤 正 委員

９番 大 桃 伸 之 委員 １０番 眞 野 薫 委員

１１番 坂 井 良 雄 委員 １２番 大 竹 正 信 委員

１３番 原 正 利 委員 １４番 羽 生 俊 昭 委員

１５番 刈 屋 一 夫 委員 １６番 佐 藤 満 委員

１７番 捧 譽 委員 １８番 内 山 清 委員

１９番 佐 藤 裕 雄 委員 ２０番 村 井 善一郎 委員

２１番 阿 部 新一郎 委員 ２２番 阿 部 眞佐雄 委員

２３番 田 邉 稔 委員 ２４番 阿 部 銀次郎 委員

２５番 清 野 秀 作 委員 ２６番 星 野 英 治 委員
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２７番 内 山 敏 雄 委員 ２８番 渡 邊 勝 夫 委員

２９番 熊 倉 睦 委員 ３０番 原 田 勝 委員

３１番 小 林 茂 宏 委員 ３２番 坂 井 浩 行 委員

３３番 横 山 一 雄 委員 ３４番 廣 川 哲 也 委員

欠席委員 なし

職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 清 水 学

経営基盤係副参事 渡 辺 正 美

経営基盤係主任 高 野 久美子

経 営 基 盤 係
左 居 香

一 般 任 用 主 事

午後２時００分 開会及び開議

議長（野﨑会長）

それでは、時間になりましたので、定例総会を開会いたします。

（挨拶 略）

これより会議に入ります。

最初に、出席状況を申し上げます。定員３５名のところ、現在員３４名、出席３４名、

欠席ゼロで会議は成立いたします。

なお、議事録署名委員につきましては、定めにより私から指名をいたします。７番、

五十嵐秀一委員、３０番、原田勝委員を指名いたしますので、よろしくお願い申し上げ

ます。

それでは、議第１号及び議第２号の審議に当たり、農業委員会等に関する法律第３１

条第１項の規定に基づき、議事参与の制限により、議長を２番、村山佐喜雄会長代理に

交代いたします。よろしくお願いいたします。

（会長 野﨑文夫委員退席、会長代理 村山佐喜雄委員議長席に着く）

議長（村山会長代理）

それでは、以降、会長にかわって代行させていただきます。

早速議事に入ります。

議第１号『農用地利用集積計画の承認について』を議題といたします。

なお、３番、嘉藤太加夫委員、５番、桒原一郎委員、６番、野﨑文夫委員、１３番、

原正利委員、２７番、内山敏雄委員、以上の委員は、農業委員会等に関する法律第３１

条１項の規定に基づき、議事参与の制限により、本議案終了まで退席をお願いいたしま

す。

（午後２時０８分 ３番、嘉藤太加雄委員、５番、桒原一郎委員、

６番、野﨑文夫委員、１３番、原 正利委員、
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２７番、内山敏雄委員退席）

議長（村山会長代理）

それでは、事務局、説明お願いします。

事務局（清水事務局長）

議第１号、説明の前に、大変恐縮でございますが、議案の訂正のお願いと、あわせて

おわびを申し上げたいと思います。

お手元に配付をさせていただきました議第１号正誤表をあわせてご覧願います。

議案１ページをお願いいたします。９００番でありますが、「利用権の移転を受ける者」

の「経営面積」の表示が１桁違っておりました。正しくは、「経営面積」１，８１３．５

１ａ、「自作地」３３９．３０ａ、「自作地」３３９．３０「借入地」１，４７４．２１

ａでございますので、訂正をお願いいたします。

大変申しわけございませんでした。

それでは、議第１号『農用地利用集積計画の承認について』説明をいたします。

最初に、所有権移転に係る案件につきましてご説明を申し上げます。

１ページをご覧願います。今月の申請は２件で、合計面積１万１，７８３㎡でありま

す。

なお、いずれも先ほど開催されました農地銀行運営委員会で、あっせん委員より報告

をいただいた案件であります。

８９９番は渡前地内の農地１筆、３，９６０㎡をあっせんによる売買により取得した

いものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇万円であります。

９００番は渡前地内の農地２筆、７，８２３㎡をあっせんによる売買により取得した

いものであります。価格は、１０ａ当たり約〇〇万〇，〇〇〇円であります。

続きまして、利用権設定に係る案件につきましてご説明を申し上げます。

６０ページをご覧願います。今月の申請は、新規設定６０件、面積３０万３２．８７

㎡、再設定８８件、面積５９万１，８４１．６７㎡、利用権移転１件、面積１，８８６

㎡、合計では１４９件、面積８９万３，７６０．５４㎡であります。

それでは、戻りまして２ページの９０１番から順に説明をいたします。

なお、利用権を設定する者、受ける者、契約の種類、期間及び１０ａ当たり賃借料に

つきましては記載のとおりですので、説明を省略をさせていただきます。

９０１番から１６ページの９４４までの４４件は、相対でそれぞれ新規に利用権を設

定するものであります。

９０１番は猪子場新田地内の農地３筆、１，１２０㎡、９０２番は猪子場新田地内の

農地７筆、２，７０７㎡、９０３番は西大崎３丁目地内の農地３筆、２，９４４㎡、９

０４番は茅原地内の農地２筆、７，１２５㎡、９０５番は茅原地内外の農地計３筆、４，

７５１㎡、９０６番は茅原地内の農地２筆、５，５４９㎡、９０７番は茅原地内の農地

１筆、４，５１０㎡、４ページをお願いいたします。９０８番は茅原地内の農地２筆、

１２５㎡、９０９番は森町地内の農地９筆、１万２１９㎡、９１０番は曲谷地内の農地

１筆、４６６㎡、９１１番は曲谷地内の農地１筆、１，３１８㎡、９１２番は土場地内
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の農地１筆、５１２㎡、９１３番は飯田地内の農地１筆、２，４５６㎡、９１４は福島

新田地内の農地１筆、１，０３６㎡、６ページをお願いいたします。９１５番は笹巻地

内の農地１筆、５１７㎡、９１６番は笹巻地内の農地１筆、５１３㎡、９１７番は笹巻

地内の農地２筆、４，２６７㎡、９１８番は笹巻地内の農地２筆、１，５１８㎡、９１

９番は東鱈田地内の農地３筆、５，９９１㎡、９２０番は石上３丁目地内の農地４筆、

２，０４２㎡、９２１番は嘉坪川地内の農地９筆、３，１６２．４９㎡、８ページをお

願いいたします。９２２番は新光地内外の農地計１４筆、１万１５．３１㎡、９２３番

は諏訪１丁目地内外の農地計１０筆、５，０８３㎡、９２４番は諏訪１丁目地内外の農

地計３７筆、１万３，９４８．０９㎡、９２５番は諏訪１丁目地内外の農地計１７筆、

３，８３２．１８㎡、９２６番は新光地内の農地２筆、２，００８㎡、９２７番は栗林

地内の農地２筆、２，００８㎡、１２ページをお願いいたします。９２８番は栗林地内

の農地１筆、７０４㎡、９２９番は井戸場地内の農地１筆、５０９㎡、９３０番は塚野

目地内の農地１筆、８１９㎡、９３１番は塚野目地内の農地１筆、２，００９㎡、９３

２番は大宮新田地内の農地９筆、１万６，０４０㎡、９３３番は大宮新田地内の農地１

筆、２，０２３㎡、９３４番は大宮新田地内の農地１筆、２，０２３㎡、１４ページを

お願いいたします。９３５番は新堀地内の農地１筆、４，７６４㎡、９３６番は千把野

新田地内外の農地計４筆、１，６５９㎡、９３７番は 笹岡地内の農地１筆、８６９㎡、

９３８番は大沢地内の農地１筆、１，５６８㎡、９３９番は大沢地内の農地２筆、２，

６２７㎡、９４０番は笹巻地内の農地１筆、７９４㎡、９４１番は江口地内の農地１筆、

２，９９５㎡、９４２番は新屋地内の農地２筆、１，３８７㎡、１６ページをお願いし

ます。９４３番は貝喰新田地内外の農地計５筆、１万１，４７０㎡、９４４番は石上３

丁目地内の農地２筆、１，５６６㎡、以上４４件は相対で新規にそれぞれ利用権設定す

るものでございます。

次の９４５番から２４ページの９６０番までの１６件、合計面積１４万６，４６３．

８０㎡は、農地中間管理事業に伴い、公益社団法人新潟県農林公社が新規に利用権設定

するものであります。

それでは、９４５番から順にご説明をいたします。９４５番は上保内地内外の農地計

４筆、６，３０９㎡、９４６番は新光地内外の農地計１６筆、２万１，１６３㎡、９４

７番は鶴田２丁目地内外の農地計１５筆、１万８，９３２㎡、９４８番は鶴田２丁目地

内の農地２筆、２，０２２㎡です。９４９番は大宮新田地内外の農地計５筆、６，６７

９㎡、９５０番は西中地内外の農地計３２筆、２万２，８９４㎡、９５１番は栗林地内

外の農地計２３筆、１万９，１４０㎡、９５２番は井栗地内の農地１筆、４２９㎡、９

５３番は吉田地内の農地２筆、３，０１２㎡、９５４番は月岡地内の農地６筆、２，８

５６㎡、２２ページをお願いいたします。９５５番は東大崎地内外の農地計１１筆、７，

２７２．８０㎡、９５６番は金子新田地内の農地２筆、７，１９６㎡、９５７番は新堀

地内の農地４筆、５，５００㎡、９５８番は島潟地内外の農地計９筆、５，８０１㎡、

９５９番は島潟地内外の農地計１２筆、８，１８２㎡、２４ページをお願いいたします。

９６０番は駒込地内の農地５筆、９，０７６㎡、以上１６件は新潟県農林公社が新規に
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利用権を設定するものであります。

次の９６１番から５９ページの１，０４８番までの８８件につきましては、再設定で

ありますので、説明を省略させていただきます。

６０ページをお願いいたします。１，０４９番は荒町２丁目地内の農地２筆、１，８

８６㎡を利用権移転するものであります。

以上で説明を終わります。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。

議長（村山会長代理）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入る前に、先日調査部会で調査をいただいておりますので、その結

果を報告お願いします。

第３調査部会長は、私の隣に着席願います。

４番、藤田吉則委員。

第３調査部会長（４番藤田吉則委員）

それでは、第３調査部会の調査結果についてご報告いたします。

第３調査部会では、１月２５日午前９時から厚生福祉会館第１集会室におきまして、

部会員と野﨑会長、村山会長代理出席のもと会議を開催いたしました。

事務局より日程説明、議案説明を受け、全案件について意見決定を経て、午前１１時

４１分に閉会をいたしました。

ただいま意見が求められております議第１号『農用地利用集積計画の承認について』

は、所有権移転２件、新規設定６０件、再設定８８件、利用権移転１件、合計件数１５

１件、面積９０万５，５４３．５４㎡で、書類審査及び事務局から詳細説明を受け、新

潟県農林公社が利用権設定をする案件以外の１３５件につきましては、いずれも農地の

効率的利用、農作業に常時従事すると認められることなど、農業経営基盤強化促進法第

１８条第３項の各要件を満たしており、また新潟県農林公社が利用権設定をする１６件

につきましてもいずれも農地中間管理事業を推進し、農用地の利用の効率化及び高度化

の促進を図ることから、全件承認相当といたしました。

以上です。

議長（村山会長代理）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言お願いします。なお、委員の質

問等の発言については挙手をし、発言を求め、議長の許可を得てから発言をお願いしま

す。

はい。

１７番（捧 譽委員）

１７番の捧でありますが、６ページの９１５番、そのことなんですけど、利用権の設

定を受けるほど、この新潟の〇〇〇〇〇さんというのはほかにもあるんですが、右側の



- 6 -

経営面積、労働力等については全部ゼロということなんですが、住所は新潟市で、どう

いう方なのか、ちょっと聞かせてもらいたい。

議長（村山会長代理）

はい。

事務局（清水事務局長）

今ほどご質問のございました６ページの９１５番から９１８番……この新潟市の〇〇

〇〇〇さんにつきましては、現在新潟市のほうで芋の販売等を行っておりまして、昨年

１年間、下田のほうで芋をつくるのを手伝いながらやってきたと。

それで、今回新規就農として芋を生産するところから販売するところまで一貫して行

いたいということで、経営も全部合わせると、今度５０ａを超えるという中で、今後自

分で全て一貫した形で取り組んでまいりたいということで申請があったものでございま

す。

以上でございます。

議長（村山会長代理）

調査部会長の調査結果報告のとおり決するに異議ございませんでしょうか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（村山会長代理）

それでは、異議がないものと認めます。

退席委員の着席をお願いします。

（午後２時２５分 ３番、嘉藤太加雄委員、５番、桒原一郎委員、

６番、野﨑文夫委員、１３番、原 正利委員、

２７番、内山敏雄委員着席）

議長（村山会長代理）

退席された委員に報告します。

議第１号『農用地利用集積計画の承認について』は、調査部会長の調査結果報告のと

おり承認することに決しました。

議長（村山会長代理）

続きまして、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』を議題と

いたします。

なお、６番、野﨑文夫委員は、農業委員会等に関する法律第３１条第１項の規定に基

づき、議事参与の制限により、本議案終了まで退席をお願いします。

（午後２時２７分 ６番野﨑文夫委員退席）

議長（村山会長代理）

それでは、事務局、説明お願いします。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』ご説明をい

たします。
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６１ページをご覧願います。三条市長からの諮問書の写しでございます。

次の６２ページは、議第２号の参考としまして、農地中間管理事業の推進に関する法

律第１９条を添付させていただきました。

本議案は、同法第１９条第２項の規定に基づき、三条市が作成する農用地利用配分計

画（案）について、同法第１９条第３項の規定により、当農業委員会の意見を求められ

ているものでございます。

６８ページをご覧願います。今月の配分計画（案）は、議第１号『農用地利用集積計

画の承認について』でご審議をいただきました公益社団法人新潟県農林公社が農地中間

管理事業により利用権を設定する新規設定１８件、面積１４万６，４６３．８０㎡、耕

作者の変更に伴う利用権移転１件、面積１，０５８㎡、合計では１９件、面積１４万７，

５２１．８０㎡であります。

なお、議第２号の参考といたしまして、昨年１１月１１日現在の借り受け希望者リス

トを送付させていただいておりますので、あわせてご覧いただきたいと思いますが、議

案６７ページの１４番の借り受け人外２名の方につきましては、１１月１１日現在の借

り受け希望者リストには登載されておりませんが、今後予定しております臨時募集に応

募され、配分計画の県公告予定日の平成２９年３月３１日までに登載される予定となっ

ています。

それでは、６３ページにお戻りをお願いいたします。順に説明をさせていただきます。

なお、１番から６８ページの１８番までの一番左側の番号欄の括弧内に記載しており

ます番号は、先ほどご審議をいただきました議第１号『農用地利用集積計画の承認につ

いて』に対応する番号でございます。

なお、借り受け人、契約の種類、期間及び１０ａ当たり賃借料、受け人の状況にきま

しては記載のとおりですので、説明を省略させていただきます。

１番は、議第１号の９４５番におきまして新潟県農林公社が利用権を設定する井栗地

内の農地１筆、２，０２３㎡を記載の借り受け人に新規に貸し付けをしたいとするもの

でございます。

２番は、９４５番、上保内地内の農地２筆、１，８４７㎡、３番は９４５番、下保内

地内の農地１筆、２，４３９㎡、４番は９４６番、９４７番、９４８番及び９４９番、

新光地内外の農地計３８筆、４万８，７９６㎡、５番は９５０番、西中地内外の農地計

２４筆、１万９，３２８㎡、６番は９５０番、東鱈田地内の農地６筆、１，８３０㎡、

７番は９５０番、吉田地内の農地２筆、１，７３６㎡、８番は９５１番、栗林地内外の

農地計２３筆、１万９，１４０㎡、９番は９５２番、井栗地内の農地１筆、４２９㎡、

１０番は９５３番、吉田地内の農地２筆、３，０１２㎡、１１番は９５４番、月岡地内

の農地６筆、２，８５６㎡、１２番は９５５番、東大崎地内外の農地計１１筆、７，２

７２．８０㎡、１３番は９５６番、金子新田地内の農地２筆、７，１９６㎡、１４番は

９５７番、新堀地内の農地４筆、５，５００㎡、１５番は９５８番及び９５９番、上大

浦地内外の農地計１２筆、７，７８９㎡、１６番は９５９番、上大浦地内の農地７筆、

５，４４９㎡、６８ページをお願いいたします。１７番は９５９番、上大浦地内外の農
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地計２筆、７４５㎡、１８番は９６０番、駒込地内の農地５筆、９，０７６㎡、以上１

８件はそれぞれ記載の借り受け人に新規に貸し付けをしたいとするものでございます。

次の１９番は、昨年１月の総会におきまして異議ないものとして３月に県公告がされ

ました利用配分計画のうち、記載の西中地内の農地２筆、１，０５８㎡について耕作者

の変更がありましたので、その残存期間について利用権移転するものであります。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（村山会長代理）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑に入る前に調査部会の調査結果を報告お願いします。

４番、藤田吉則委員。

第３調査部会長（４番藤田吉則委員）

議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、新規設定１８件、

利用権移転１件、合計件数１９件、面積１４万７，５２１．８０㎡で、農用地の利用の

効率化及び高度化の促進を図る観点から、全件異議ないものと認めるという意見であり

ます。

以上です。

議長（村山会長代理）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言お願いします。

しばらくしてご発言が無いようですので、お諮りいたします。議第２号につきまして

は、ただいま調査部会会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（村山会長代理）

それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、農用地

の利用の効率化及び高度化の促進を図る観点から異議ないものと認めることで答申しま

す。

退席委員の着席お願いします。

（午後２時３６分 ６番野﨑文夫委員着席）

議長（村山会長代理）

退席された委員に報告します。

議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、調査部会長の調査

結果報告のとおり、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図る観点から異議ないも

のと認めることで答申することに決しました。

以上で議長を交代します。

（会長代理 村山佐喜雄委員退席、会長 野﨑文夫委員議長席に着く）
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議長（野﨑会長）

続きまして、議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』を議題

といたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』ご説明を

いたします。

７４ページをご覧願います。今月の申請は１５件で、合計面積１０万１，５５６．４

５㎡であります。

６９ページにお戻りをお願いします。５３番は大宮新田地内の農地４筆、１，９７５．

９９㎡を譲り受け人が経営規模拡大のため、売買により取得するものであります。価格

は、１０ａ当たり〇〇〇万円であります。

５４番は福島新田地内の農地２筆、３４９㎡を譲り受け人が作業の効率化を図るため、

売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇万円であります。

５５番は同じく福島新田地内の農地２筆、８２㎡を譲り受け人が作業の効率化を図る

ため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇万円であります。

５６番は同じく福島新田地内の農地２筆、９９㎡を譲り受け人が作業の効率化を図る

ため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇万円であります。

７０ページをお願いいたします。５７番は一ツ屋敷新田地内の農地４筆、１万２，９０

０㎡を譲り受け人が経営規模拡大のため、売買により取得するものであります。価格は、

１０ａ当たり〇〇〇万円であります。

５８番は柳川新田地内の農地２筆、２，０２２㎡を譲り受け人が譲り渡し人の要望に

より、贈与により取得するものであります。

５９番は鬼木新田地内の農地２筆、２３９㎡を譲り受け人が譲り渡し人の要望により、

贈与により取得するものであります。

６０番は院内地内外の農地計３筆、３３９㎡を譲り受け人が譲り渡し人の要望により、

贈与により取得するものであります。

６１番は飯田地内の農地１筆、２，９６９㎡を譲り受け人の要望により、贈与により

取得するものであります。

６２番は大島地内の農地８筆、４，２８９．３０㎡を譲り受け人、〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇が農作業を通した障害者の就労支援事業を実施するため、寄附により取得するも

のであります。

６３番は上保内地内外の農地計２４筆、１万２，８７５．１６㎡を譲り渡し人が経営

の若返りで設定した使用貸借契約期間が満了するため、再設定するものであります。

６４番は金子新田地内外の農地計１８筆、１万７，４９９㎡を譲り渡し人が経営の若

返りで設定した使用貸借契約期間が満了するため、再設定するものであります。

６５番は笹岡地内外の農地計１８筆、２万１，３２６㎡を譲り渡し人が経営の若返り

で設定した使用貸借契約期間が満了するため、再設定するものであります。
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６６番は福岡地内外の農地計１２筆、８，１１５㎡を譲り渡し人が経営の若返りで設

定した使用貸借契約期間が満了するため、再設定するものであります。

６７番は原地内外の農地計２３筆、１万６，４８０㎡を譲り渡し人が経営の若返りで

設定した使用貸借契約期間が満了するため、再設定するものであります。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会の調査結果を報告を願います。

４番、藤田吉則委員。

第３調査部会長（４番藤田吉則委員）

議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』は、売買によるもの

５件、贈与によるもの４件、寄附によるもの１件、使用貸借によるもの５件、合計件数

１５件、面積１０万１，５５６．４５㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を

受け、譲り受け人の経営面積や機械、労働力、技術、下限面積などの許可要件を全て満

たしており、全件許可相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第３号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第４号『事業計画変更申請について』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第４号『事業計画変更申請について』ご説明をいたします。

７５ページをご覧願います。今月の申請は３件で、合計面積１，５９６㎡であります。

２７番は、上保内地内の農地２筆、３２９㎡を売買により取得し、住宅１棟の用地と

して利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇万〇，〇〇〇円

であります。場所につきましては、保内小学校南西６００ｍ付近で、住宅等が連たんす

る区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

なお、本申請につきましては、議第５号の７０番で、農地法第５条の許可申請がなさ
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れております。

２８番は、下須頃地内の農地２筆、９９１㎡を売買により取得し、砂利敷駐車場２４

台の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇万〇，

〇〇〇円であります。場所につきましては、燕三条駅南側５００ｍ付近で、都市計画用

途地域の準工業地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

なお、本申請につきましては、議第５号の７１番で、農地法第５条の許可申請がなさ

れております。

２９番は、代官島地内の農地１筆、２７６㎡を売買により取得し、住宅１棟及び物置

１棟の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇万

〇，〇〇〇円でございます。場所につきましては、大島小学校東側７００ｍ付近で、住

宅等が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されま

す。

なお、本申請につきましては、議第５号の７２番で、農地法第５条の許可申請がなさ

れております。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会の調査結果を報告を願います。

４番、藤田吉則委員。

第３調査部会長（４番藤田吉則委員）

議第４号『事業計画変更申請について』は、合計件数３件、面積１，５９６㎡で、書

類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、立地基準及び一般基準を満たしており、

全件承認相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方はご発言を願います。

ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第４号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第５号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につ

いて』を議題といたします。
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事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第５号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て』ご説明をいたします。

７９ページをご覧願います。今月の申請は１３件で、面積９，００３．２７㎡であり

ます。

７６ページへお戻りをお願いします。７０番、７１番、７２番は、先ほどご審議をい

ただきました議第４号『事業計画変更申請について』の２７番、２８番、２９番でそれ

ぞれご説明させていただいた内容と同じでございますので、説明は省略をさせていただ

きます。

７３番は、西本成寺２丁目地内の農地１筆、４９６㎡を賃貸借権の設定により、南側

既存宅地１，０２７．００㎡と一体利用し、駐車場１９台及び通路の用地として利用し

たいものでございます。場所につきましては、県立新潟県央工業高等学校西側７００ｍ

付近で、都市計画用途地域の第１種住居地域内の農地であることから、農用地区分は第

３種農地と判断されます。

７４番は、塚野目２丁目地内の農地１筆、２，０２３㎡を売買により取得し、宅地造

成８区画及び道路の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は１㎡当

たり約〇万〇，〇〇〇円であります。場所につきましては、三条労働基準監督署北側１

００ｍ付近で、都市計画用途地域の工業地域内の農地であることから、農用地区分は第

３種農地と判断されます。

７５番は、塚野目２丁目地内の農地２筆、１，１６６㎡を売買により取得し、宅地造

成６区画及び道路の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は１㎡当

たり約〇万〇，〇〇〇円であります。場所につきましては、塚野目保育所北西２００ｍ

付近で、都市計画用途地域の工業地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農

地と判断されます。

７６番は、鶴田３丁目地内の農地２筆、１８９㎡を使用貸借権の設定により、住宅１

棟、カーポート１棟及び駐車場１台の用地として利用したいものでございます。場所に

つきましては、県立三条東高等学校北側６００ｍ付近で、５００ｍ以内に２つの医療施

設があり、かつ申請地西側市道に水道、ガス管が埋設されていることから、農用地区分

は第３種農地と判断されます。

７７番は、昨年７月の総会におきまして農振農用地区域からの除外について、やむを

得ないものとして認めた案件であります。白山新田地内の農地４筆、７１７．２７㎡を

賃貸借権の設定により、北側既存宅地１，７９９．７２㎡と一体利用し、駐車場１７台

及び資材置き場の用地として利用したいものでございます。場所につきましては、第四

中学校北側１，４００ｍ付近で、既存事務所、組み立て工場及び倉庫敷地が狭隘のため

敷地拡張をするもので、農用地区分は第１種農地と判断されます。

７８ページをお願いいたします。７８番は、西本成寺地内の農地１筆、２２１㎡を使

用貸借権の設定により、住宅１棟及び駐車場２台の用地として利用したいものでござい
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ます。場所につきましては、県立新潟県央工業高等学校南西側８００ｍ付近で、住宅等

が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

７９番は、大島地内の農地２筆、１，０５１㎡を寄附により取得し、西側既存宅地１

９７．０８㎡と一体利用し、休憩所１棟、物置１棟及び通路、駐車場等の用地として利

用したいものでございます。場所につきましては、大島小学校南西１，３００ｍ付近で、

住宅等が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断され

ます。

８０番は、岡野新田地内の農地１筆、１８１㎡を使用貸借権の設定により、南側隣接

地１３５㎡と一体利用し、住宅１棟及びカーポート１棟の用地として利用したいもので

ございます。場所につきましては、川通どれみ保育園南西９００ｍ付近で、住宅等が連

たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

８１番は、福島新田地内の農地１筆、３４２㎡を売買により取得し、北側既存宅地４

７１．９９㎡と一体利用し、店舗１棟及び駐車場１３台の用地として利用したいもので

ございます。土地の売買価格は１㎡当たり約〇万〇，〇〇〇円であります。場所につき

ましては、三条市役所栄庁舎西側２００ｍ付近で、３００ｍ以内に市役所がある農地で

あることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

８２番は、昨年７月の総会におきまして農振農用地区域からの除外について、やむを

得ないものとして認めた案件であります。下大浦地内の農地１筆、１，０２１㎡を売買

により取得し、北側既存宅地１万３０５㎡と一体利用し、従業員駐車場４０台及び通路

の用地として利用したいものでございます。土地の土地の売買価格は１㎡当たり約〇万

〇，〇〇〇円であります。場所につきましては、大浦小学校北西１，１００ｍ付近で、

既存工場及び従業員駐車場敷地が狭隘のため敷地拡張をするもので、農用地区分は第１

種農地と判断されます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会の調査結果を報告を願います。

４番、藤田吉則委員。

第３調査部会長（４番藤田吉則委員）

議第５号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について』は、合

計件数１３件、面積９，００３．２７㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を

受け、いずれも立地基準及び一般基準を満たしており、全件許可相当といたしました。

なお、県農業会議への諮問につきましては不要と判断をいたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。
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それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第５号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認め、全件許可することといたします。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第６号『農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見につ

いて』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第６号『農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見につい

て』ご説明をいたします。

８０ページをご覧願います。最初に、三条地区についてご説明をいたします。三条地

区でご審議をいただく案件は重要変更２件であります。

１件目についてご説明をいたします。申請者は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇であります。位

置につきましては、８５ページの変更（案）箇所詳細図ナンバー１をご覧ください。申

請土地は、五明１６７番１外２筆、地目は田、面積は３，０２８㎡でございます。申請

者は、現在五明地内の西側隣接地において、台所用品など金属厨房用品販売業を営む事

業所であります。変更理由は、事業拡大に伴い、従業員駐車場に不足を来していること

から、敷地を拡張するものでございます。位置選定に当たり、既存施設、従業員駐車場

との連携を考慮し、隣接する当該地を選定されたものであります。施設の概要は、従業

員駐車場１０９台であります。

続きまして、２件目についてご説明をいたします。申請者は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇であります。位置につきましては、８６ページの変更（案）箇所詳細図

ナンバー２をご覧ください。申請土地は、８１ページから８４ページに記載しておりま

すが、上須頃１０５５番１外２３５筆、地目はそれぞれ記載のとおりで、合計面積１６

万４２７．７８㎡でございます。変更理由は、平成３５年度早期開院を目指して、現在

新潟県において進められております県央基幹病院や、三条市において進められておりま

す三条市総合計画に基づく若者の転出抑制のための看護系高等教育機関及び実学系もの

づくり大学校の整備が予定されており、さらにこれらの整備にあわせ、薬局など医療関

連施設の整備の要望があることから、無秩序な開発による地域環境の悪化を防止し、地

域と調和のとれた開発を誘導するため、地元において組合を設立し、計画的な整備を進

めるものでございます。位置選定に当たり、県央基幹病院につきましては県央基幹病院

整備基本計画策定委員会において三条市、燕市、加茂市、田上町、弥彦村からの救急搬

送経路や公共交通機関の整備状況など、諸条件を考慮して取りまとめられた意見を踏ま

え、県において高速道路西側の上須頃地区とされたものであります。また、看護系高等
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教育機関につきましては、基幹病院近接での整備による看護実習の円滑な実施が見込め

ること、実学系ものづくり大学校については、看護系高等教育機関とあわせて整備する

ことによるスケールメリットなどを検討し、選定されたものでございます。施設の概要

は、新潟県が整備する県央基幹病院、三条市が整備する看護系高等教育機関及び実学系

ものづくり大学校、基幹病院の整備にあわせて、民間で整備を予定している保険薬局及

び医療福祉関連商業施設、農外収入の確保を図るための共同住宅のほか、道路、公園等

の公共施設用地となっております。

次に、栄地区についてご説明をいたします。８７ページをご覧願います。栄地区でご

審議をいただく案件は重要案件１件であります。

申請者は、〇〇〇〇〇〇〇〇であります。位置につきましては、９２ページの変更（案）

箇所詳細図をご覧ください。申請土地は、８８ページから９１ページに記載しておりま

すが、福島新田丁４３４番外１９３筆、地目はそれぞれ記載のとおりで、合計面積４１

万５，２８４㎡でございます。変更理由は、市内企業から工業用地に対する要望が三条

市に対して多数寄せられておりますが、既存工業団地にはほとんどあきがなく、要望に

応えることができないため、企業の市外流出の要因となっております。企業の市外流出

に歯どめをかけ、これまで三条市が築いてきた「ものづくり産地」としての優位性をさ

らに高めていくため、工業団地の拡張造成を行うものであります。位置選定に当たり、

生産機能と流通機能が集積する時代のニーズに合った生産拠点とするため、大型トレー

ラーを初め、全車両が２４時間乗りおりできる栄スマートインターチェンジに隣接する

当該地を選定されたものであります。施設の概要は、工業用地のほか道路、緑地、調整

池等の公共用地用地となっております。

なお、本案件につきましては農振計画の変更とあわせ、農村地域工業等導入促進法に

基づく実施計画（案）を策定し、新潟県と協議を進めているところであります。

以上、３件であります。ご審議の上、意見決定賜りますようお願いいたします。

以上であります。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑の前に調査部会の調査結果を報告を願います。

４番、藤田吉則委員。

第３調査部会長（４番藤田吉則委員）

議第６号『農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見について』は、三

条地区で件数２件、面積１６万３，４５５．７８㎡、栄地区で件数１件、面積４１万５，

２８４㎡、合計件数３件、合計面積５７万８，７３９．７８㎡で、現地調査を含む書類

審査を行い、全件変更やむを得ないものと認めるという意見です。

以上です。

議長（野﨑会長）
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ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第６号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

第３調査部会長は自席へお戻りください。どうもありがとうございました。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第７号『下限面積（別段面積）の設定ついて』を議題といたします。

本議案につきましては、先月の総会におきまして平成２９年度農作業賃金及び機械作

業賃金とあわせて、農政対策部会に付託しておりますので、報告第２号『農政対策部会

の結果報告について』であわせて報告をいただきますので、よろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

以上で議事が終わりましたので、報告事項に移ります。

報第１号につきましては、ただいま議事の中で報告をいただいておりますので、省略

をいたします。

議長（野﨑会長）

それでは、報第２号『農政対策部会の結果報告について』、農政対策部会長より報告を

願います。

農政対策部会長は、会長代理の隣にお座りください。

１５番、刈屋一夫委員。

農政対策部会長（１５番刈屋一夫委員）

農政対策部会の報告をいたします。

１２月の総会で付託を受けました平成２９年度農作業賃金・機械作業料金等標準額及

び別段面積の設定についての審議を行うため、１月２０日午後１時３０分から厚生福祉

会館第２集会室にて、村山会長代理からも出席をいただき、農政対策部会を開催いたし

ました。総会の席上、事前に平成２９年度農作業賃金・機械作業料金等標準額に関して

ご意見をお願いしたところ、委託者に配慮してほしい。硬化苗の価格が高いという意見

をいただき、それを踏まえて審議をいたしました。

それでは、結果について報告いたします。標準額を決めるに当たりまして、平成２８

年度における近隣の市町の状況や育苗代金などの資料をもとに、事務局より説明を受け

た上で協議いたしました。

それでは、お手元に配付してあります平成２９年度農作業賃金・機械作業料金等標準
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額の資料をご覧願います。裏面に近隣の市や町と比較ものがあります。こちらは平成２

８年度の状況ではありますが、三条市は全般的に高目に設定されています。また、資料

にありませんが、物価の動向については三条信用金庫さんが公表している消費者物価指

数では前年同月比０．８％の増と、ほぼ横ばいの状況になっています。これら近隣の状

況や物価の動向などから基本的には前年度と同額が妥当ではないかと判断いたしました。

ただし、学生アルバイトについては最低賃金を下回るため、２００円アップの６，１０

０円が妥当と判断いたしました。標準額は、あくまでも参考にお示しするものであり、

基本的には圃場の条件等により、双方の話し合いで決めてもらうものであります。

次に、別段面積の設定についてご報告いたします。別段面積の設定については、本日

配付してあります参考資料について事務局から説明を受け、協議をいたしました。２０

１５年農林業センサスの結果から、経営規模５０ａ未満の農家数の割合は５年前と変化

がないことや、農地の利用集積が進んでおり、担い手の経営規模が拡大してきているこ

となどから、現段階においては別段面積の設定の必要はないものと判断いたしました。

農政対策部会からの報告は以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、報告の中でご質問がございましたらご発言をいただきたいと思います。

ご発言が無いようですので、報第２号『農政対策部会の結果報告について』を終了い

たします。

農政対策部会長は自席へお戻りください。どうもご苦労さまでした。

議長（野﨑会長）

続きまして、報第３号から報第６号まで、続けて事務局より報告願います。

事務局（清水事務局長）

（別添報告書により説明）

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、報告の中でご質問がございましたらご発言をいただきたいと思います。

ご発言が無いようですので、報告事項を終わります。

議長（野﨑会長）

来月の調査部会開催案内をお願いいたします。

第１調査部会長、１２番、大竹正信委員。

第１調査部会長（１２番大竹正信委員）

来月は、第１調査部会の当番です。２月２４日金曜日午前９時から厚生会館第２集会

室で会議を開催いたしますので、関係委員の方は出席をお願いいたします。

以上です。
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議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

続きまして、農政対策部会の開催案内をお願いいたします。

農政対策部会長、１５番、刈屋一夫委員。

農政対策部会長（１５番刈屋一夫委員）

農政対策部会では、２月２１日午後１時３０分から厚生会館第２集会室で部会を開催

いたします。関係委員は出席をお願いいたします。

案件につきましては、新体制への移行に向けた農業委員及び農地最適化推進委員の定

数の検討などでございます。

以上です。

議長（野﨑会長）

なお、来月の総会は２８日午前９時半より開会を予定しておりますので、よろしくお

願いいたします。

それでは、長時間にわたりましてご審議いただきまして、ありがとうございました。

以上をもちまして定例総会を閉会いたします。

午後３時１６分 閉会
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会議の 末を記載し、その相違ないことを証するために、ここに署名捺印する。
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